
社会保険のてびき
A5判552頁・定価：2,376円（本体2,200円＋税）
斡旋価格2,140円（税込）
健康保険・厚生年金を中心に社会
保険のしくみと給付を詳しく、わ
かりやすく解説した入門書。国民
健康保険・退職者医療制度・後期
高齢者医療制度・介護保険・労働
保険の概説など日常業務に必要な
すべての事項を網羅。

社会保険研究所

平成29年度版

社会保険のてびき
20029

年金のてびき
A5判132頁・定価：648円（本体600円＋税）
斡旋価格580円（税込）
基礎年金と厚生年金の全容を平易
に解説。また、詳細な年金額計算
も例示。常に最新の情報を収載す
るとともに、年金受給者の主な届
出一覧表も付した年金入門書です。

年金のてびき年金のてびき

社会保険研究所
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10年短縮年金マニュアルシート
A4 判観音折り8 頁（オールカラー）・定価：378円（本体 350円＋税）
斡旋価格340円（税込）
本シートは、年金受給資格期間の
10年への短縮に対応。制度施行に
より年金を受給できる可能性があ
る方への対応に向け、窓口等での
年金相談の際に使いやすい実用的
なシートにまとめました。

注１：保険料納付期間・免除期間（一部免除の場合は必要な保険料を納付していること）
注２：カラ期間（合算対象期間）とは、加入期間に加えるが、年金額の計算には入れない期間です。国民年金制度の適用外とされた期間や適用はあっても

加入は任意とされていた期間です。日本年金機構では把握していない期間なので、ご本人が申告する必要があります。

1O年短縮年金マニュアルシート
❶ 平成29年８月からの年金受給資格期間は10年です

10年短縮年金の注意点

国民年金加入期間
（自営業・農業・
サラリーマンの妻）注１

厚生年金（共済組合を
含む）加入期間

（サラリーマン・ＯＬ・
公務員等）

＋ カラ期間
（合算対象期間）注２＋ ＝ 10 年以上

年金を受給していない高齢者も10年の受給資格
期間を満たす場合には、納付済期間等に応じた年
金が受給できます。

＊
原則25年の加入期間に満たない場合は、受給者
が死亡した場合に遺族年金（遺族厚生年金および
遺族基礎年金）は受給できません。

＊

長期要件（老齢年金受給者等が死亡）の遺族年金受給資格

原則 25 年以上が必要
または　①厚生年金加入期間（男性40歳・女性35歳以降の期間）が15～19年以上
または　②厚生年金加入期間（共済組合を含む）のみで20～24年以上
または　③厚生年金加入期間（共済組合を含む）＋国民年金加入期間＋カラ期間＝25年以上

②の厚生年金保険・共済組合の加入期間特例①の厚生年金保険の中高齢特例

生年月日 加入期間 生年月日 加入期間

昭和 22年４月１日以前 15年以上 昭和 27年４月１日以前 20年以上

昭和 22年４月２日～昭和 23年４月１日 16年以上 昭和 27年４月２日～昭和 28年４月１日 21年以上

昭和 23年４月２日～昭和 24年４月１日 17年以上 昭和 28年４月２日～昭和 29年４月１日 22年以上

昭和 24年４月２日～昭和 25年４月１日 18年以上 昭和 29年４月２日～昭和 30年４月１日 23年以上

昭和 25年４月２日～昭和 26年４月１日 19年以上 昭和 30年 4月 2日 ~昭和 31年 4月 1日 24年以上

（１）老齢給付
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金（老齢厚生年金として決定
されます）、旧法老齢年金（旧国民年金の老齢年金・通算老齢年金、旧厚
生年金の通算老齢年金、旧船員保険の通算老齢年金等）

（２）遺族給付
国民年金の寡婦年金
国民年金の旧寡婦年金

❷ 10年短縮の対象
1 対象となる年金

2 対象者数
◆65歳以上⇒約40万人　　◆65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給できる者⇒約24万人
◆合計で約64万人。さらに、カラ期間を含めて受給資格を満たす者が相当数います。

3 年金請求書（期間短縮用）の事前送付対象者と送付時期
　ご本人の年金加入期間が10年以上25年未
満で、年金受給開始年齢を過ぎている方に、年
齢の高い順に右表の時期に日本年金機構からＡ
４判の黄色の封筒で「年金請求書」が送付され
ます。なお、共済組合等の加入期間がある場合
には、最終段階（平成29年６月下旬～７月上
旬）の送付となります。
　送付されてきた「年金請求書」は、制度実施
の８月を待つことなく、事前に提出できます。
ただし、年金の権利が発生するのは、あくまで
８月１日です。送付対象者は約64万人です。

送付時期（平成 29年） 事前送付対象者の生年月日

2月末～ 3月下旬 大正 15年 4月 2日～昭和 17年 4月 1日

3月下旬～ 4月下旬 昭和 17年 4月 2日～昭和 23年 4月 1日

4月下旬～ 5月下旬 昭和 23年 4月 2日～昭和 26年 7月 1日

5月下旬～ 6月下旬 昭和 26年 7月 2日～昭和 30年 10月 1日（女性）
昭和 26年 7月 2日～昭和 30年 8月 1日（男性）

6月下旬～ 7月上旬

昭和 30年 10月 2日～昭和 32年 8月 1日
（女性）
大正 15年 4月 1日以前（旧法対象者）
共済組合等の加入期間を有する場合

◆ 10 年以上の加入期間があるのに
　 年金請求書が届かない場合
①基礎年金番号が交付されていない
　基礎年金番号制度は平成９年から実施されていま
す。当時、年金加入者には「基礎年金番号通知書」
が交付されました。その時に年金未加入者だった場
合には基礎年金番号が付番されていないことがあり
ます。すると、正しい住所の登録がされていない可
能性があり、お住まいの住所に届かないことになり
ます。
②住所が正しく登録されていない
　何らかの理由（住所変更を頻繁にした等）で、日
本年金機構に登録されている住所が正しくないこと
があります。この場合にもお住まいの住所に届かな
いことになります。
③氏名が正しく登録されていない
　氏名が変わった場合に日本年金機構に届出をして
いない（旧姓のままになっている等）で、登録され
ている氏名が正しくない場合にも、お住まいの住所
に届かないことがあります。

④　年金記録が統合されていない
　本人は10年以上の年金加入期間があると思って
いても、年金手帳（番号）を複数所持していて、記
録の統合がされていないと、10年以上の加入期間と
は判定されずに送付されてこないことになります。
このような場合には、登録や記録を訂正し、「年金請
求書（様式101号）」を使用して年金請求を行います。
（例）３社に勤め、厚生年金に10年加入していたが、
年金番号が３つある場合

厚生年金（４年） 厚生年金（３年） 厚生年金（３年）

◆ 10 年未満の加入期間では年金請求書は
　 送付されてこない
10年未満の加入期間でも、カラ期間を合算して10
年以上あれば年金が受給できます。しかし、10年未
満の加入期間の方には年金請求書は送付されません。
このような場合は「年金請求書（様式101号）」を
使用し、カラ期間を証明する書類を添付して年金請
求を行います。

❸ 年金額の目安
　正確な年金額は、年金手帳または個人番号カードを持参すれば、お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
で算出してくれますので、ご確認下さい。

（１）国民年金（老齢基礎年金）

加入年数
（月数）

平均給与
10年（120月） 15年（180月） 19年（228月）

15万円 32.3（2.7）万円 48.5（4.0）万円 61.4（5.1）万円

20万円 36.6（3.0）万円 54.9（4.6）万円 69.5（5.8）万円

25万円 40.9（3.4）万円 61.3（5.1）万円 77.6（6.5）万円

※報酬比例部分は 7.125 ／
1000 の乗率で、本来水準
での年金額試算。金額の（　）
は月額

（２）厚生年金（老齢厚生年金）［老齢基礎年金額を含む］

納付年数（月数） 10年（120月） 15年（180月） 20年（240月）

年金額（月額） 19.5（1.6）万円 29.2（2.4）万円 39.0（3.2）万円

❹ 遺族年金・障害年金との併給調整
１．遺族厚生年金受給者で 65 歳以上（国民年金・厚生年金合計 10 年）

平成29年８月から老齢基礎年金・
老齢厚生年金も受給できる
（遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額）

遺族厚生年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金

遺族厚生年金

２．障害基礎年金受給者（国民年金・厚生年金合計 10 年）

平成29年８月から老齢厚生年金も受給できる

障害基礎年金

老齢厚生年金

障害基礎年金

❺ 繰上げ・繰下げ受給

厚生年金５年 国民年金５年 未納期間

平成29年８月1日に受給権発生した65歳未満の方の繰上げ

繰上げ可能

平成29年8月1日
▼65歳

▲60歳

▼

厚生年金５年 国民年金５年 未納期間

平成29年８月1日に受給権発生した６８歳の方の繰下げ

繰下げ可能

平成29年8月1日（68歳）
▼65歳

▲60歳

▼

▼69歳 ▼73歳

※１．夫の死亡当時、夫によって生計を維持していたこと
　２．夫との婚姻関係（事実上の婚姻関係を含む）が10年以

上継続していたこと
　３．65歳未満であること

❻ 寡婦年金

夫　厚生年金10年

寡婦年金がもらえる例

▼年金を受給せずに死亡

厚生年金10年 妻　寡婦年金

▼結婚

＊妻50歳の時に夫が死亡

▼妻50歳 ▼60歳 ▼65歳

死亡一時金か
寡婦年金との選択

　 年金手帳と年金証書11

年金証書と年金コードの見方
■主な年金コード一覧

■厚生年金・国民年金
　共通の年金手帳

■国民年金手帳
　

■基礎年金番号導入後の
　年金手帳

■日本年金機構発足後の
　年金手帳

■基礎年金番号通知書
　

■厚生年金保険被保険者証
　

■厚生年金基金加入員証

■厚生年金保険年金証書〈旧法〉

■国民年金証書〈旧法〉

【平22.1～交付】 【平9.1～平21.12交付】 【平8.12～平9.2交付】 【昭49.11～平8.12交付】

【昭19.6～昭49.10交付】

【昭35.10～昭49.10交付】

発行／株式会社  社会保険研究所(不許複製)
〒101-8522 東京都千代田区内神田2-4-6
WTC内神田ビル  
TEL.03(3252)7901
著者／社会保険労務士 三宅明彦
平成29年度２月版

(大正15年4月１日以前の生まれ)

(大正15年4月１日以前の生まれ)

〈新法〉(国民年金・厚生年金)
1150→老齢基礎・老齢厚生（一般厚年）
1120→老齢厚生（国共済厚年）
1130→老齢厚生（地共済厚年）
1140→老齢厚生（私学厚年）
1350→障害基礎・障害厚生（一般厚年）
1320→障害厚生（国共済厚年）
1330→障害厚生（地共済厚年）
1340→障害厚生（私学厚年）
1450→遺族基礎・遺族厚生（一般厚年）
1420→遺族厚生（国共済厚年）
1430→遺族厚生（地共済厚年）
1440→遺族厚生（私学厚年）
5350→障害基礎
6350→障害基礎(20歳前障害)
2650→障害基礎(障害福祉裁定替え)
6450→遺族基礎
5950→寡婦

〈旧法〉(厚生年金)
0130→老齢
0230→通算老齢
0330→障害
0430→遺族
0930→通算遺族

〈旧法〉(国民年金)
0120→老齢
0520→通算老齢
0420→老齢
　　　(5年年金)
0620→障害

＊当初は水色、その後おおむね
　5年ごとに色が変わる。

＊上は昭和29年5月から昭和49年10月まで交付。

＊各厚生年金基金によって違う。

■国民年金基金加入員証

送付用封筒

表面 裏面

➊ ➋➌ ➑

33730

加入者のための
協会けんぽ 届出ガイド
健康保険の給付と手続　新様式（マイナンバー）対応版

平成29年度以降に実施される
「健康保険・年金」 改正のポイント

A4判48頁・定価：540円（本体500円＋税） A4判12頁・定価：162円（本体150円＋税）

健康保険の被保険者・被扶養者がさま
ざまな給付を受ける際の、手続きのし
かた、申請書類の記載方法、必要とな
る添付書類をていねいに解説していま
す。また、保険証の取り扱いや退職後
の任意加入に関連する届出など、加入
者が健康保険について知っておきたい
事柄をまとめています。

健康保険法改正（高齢受給者の高額療
養費制度の見直しなど）と年金法改
正（受給資格期間の短縮・短時間労働
者への被用者保険の適用拡大の推進な
ど）によって平成 29 年度以降に実施
される健保・年金の改正のポイントを
わかりやすくコンパクトにまとめたパ
ンフレットです。
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加入者のための

協会けんぽ

〈健康保険の給付と手続〉

加入者のための

協会けんぽ

〈健康保険の給付と手続〉

医療費の負担が高額になるとき・なったとき
全額自費の治療代の払い戻し・
治療用装具の購入費の払い戻し
療養・休職中で給料が出ないとき
出産したとき
産休で給料が出ないとき
亡くなられたとき
けががもとで給付を受けるとき・
自動車事故などに遭ったとき
退職後も健保に継続加入するとき
被保険者証と高齢受給者証

健康保険Q&A

申請書・記載例一覧

1

9
11

18

22
26
32
35

39

42
47

新様式
（マイナンバー）

対応版

斡旋価格485円（税込） 斡旋価格150円（税込）24534 33250

33620斡旋価格340円（税込）

年金マニュアルシート
A4 判観音折り8 頁（オールカラー）・定価：378円（本体 350円＋税）

本シートでは年金制度および年金
受給の手続きについて、わかりや
すくコンパクトに説明。これから
年金受給者となる方等に対して、
制度の説明や年金の受け取り方、
請求手続きの方法等がビジュアル
的にも非常にわかりやすい内容と
なっています。

10年
以上
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25年以上

注1：下表のとおりに加入期間が短縮されます。 注2：下表のとおりに加入期間が短縮されます。

＊原則65歳から受けられます

65歳より1ヵ月早く受けるごとに0.5%

繰
上
げ

66歳より繰下げ可能で1ヵ月遅く受けるごとに0.7%

繰
下
げ

■老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書

●繰り上げて受ける場合の注意点
原則

× 480ヵ月(昭和16年4月1日以前に生まれた方は生年月日に応じて300～468ヵ月) ×

繰上げ
繰下げ
受給率

●受給開始年齢

●年金証書と年金コードの見方

●老齢年金の見込額
●在職中の方

●退職すると

■受給開始年齢～６４歳の在職中の年金(在職老齢年金)の早見表 ■６５歳以降の在職中の年金(在職老齢年金)の早見表

■主な年金コード一覧

生年月日に応じて
15～19年以上(注1)

生年月日に応じて
20～24年以上(注2)

＊受給資格があり、1年以上厚生年金の加入期間があれば、生年月日に
　応じて下記の図のとおりの年金が受けられます。

■厚生年金・国民年金
　共通の年金手帳

■国民年金手帳
　

■基礎年金番号導入後の
　年金手帳

■日本年金機構発足後の
　年金手帳

■基礎年金番号通知書
　

■厚生年金保険被保険者証
　

■厚生年金基金加入員証

■厚生年金保険年金証書〈旧法〉

■国民年金証書〈旧法〉

1 2 3 4 5 62 1 7 0

年金 太郎
ネン キン タ ロウ

31 1212

杉並区高井戸西3-5-24
スギナミクタカイドニシ

168 8505

30 12

●国民年金（老齢基礎年金）の年金額

○○

0000-000000

＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

65

279,026

589,951

287

869,264

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

注3：保険料納付済期間または保険料免除期間（半
額免除等は必要な保険料を納付していること）。

注4：カラ期間とは、加入期間には加えるが、年金額
の計算には入れない期間。厚生年金や共済組
合加入者の配偶者で昭和36年4月1日から昭
和61年3月31日までの間、国民年金に任意加
入しなかった20歳から59歳までの期間や、平
成3年3月以前の学生であった期間など。

いつからいくら受けられる？̶̶国民年金

満額（20歳から59歳までの40年間、国民年金の保険料をすべて納めた場合）＝

減額減額

増額増額

厚生年金加入期間 厚生年金加入期間 厚生年金加入期間

共済組合加入期間

国民年金加入期間

カラ期間

共済組合加入期間

100 %65歳

加入期間1年につき1万円～
5万円（基礎年金を含めると
3万円～7万円）となります。

▲61歳　

男性

昭和16年4月2日～
昭和18年4月1日生まれ

昭和18年4月2日～
昭和20年4月1日生まれ

昭和20年4月2日～
昭和22年4月1日生まれ

昭和22年4月2日～
昭和24年4月1日生まれ

昭和24年4月2日～
昭和28年4月1日生まれ

昭和28年4月2日～
昭和30年4月1日生まれ

昭和30年4月2日～
昭和32年4月1日生まれ

昭和32年4月2日～
昭和34年4月1日生まれ

昭和34年4月2日～
昭和36年4月1日生まれ

昭和36年4月2日以後の
生まれ

女性

昭和21年4月2日～
昭和23年4月1日生まれ

昭和23年4月2日～
昭和25年4月1日生まれ

昭和25年4月2日～
昭和27年4月1日生まれ

昭和27年4月2日～
昭和29年4月1日生まれ

昭和29年4月2日～
昭和33年4月1日生まれ

昭和33年4月2日～
昭和35年4月1日生まれ

昭和35年4月2日～
昭和37年4月1日生まれ

昭和37年4月2日～
昭和39年4月1日生まれ

昭和39年4月2日～
昭和41年4月1日生まれ

昭和41年4月2日以後の
生まれ

老齢厚生年金
老齢基礎年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

▲65歳

▲65歳

▲65歳

▲65歳

▲65歳

▲65歳

▲65歳

▲65歳

▲65歳

▲65歳

定額部分
報酬比例部分

報酬比例部分
定額部分

報酬比例部分

報酬比例部分

報酬比例部分

定額部分

定額部分

報酬比例部分

報酬比例部分

報酬比例部分

報酬比例部分

▲60歳

▲60歳

▲60歳

▲60歳

▲60歳

▲62歳　

▲63歳　

64歳▲　

▲61歳　

▲62歳　

▲63歳　

64歳▲　

＊長期加入者(44年以上の加入)や障害者については、退職していれば、報酬比例部分の受給開始年齢から
定額部分も受けられます。加給年金額は定額部分あるいは65歳以後の老齢厚生年金の受給時から加算
されます。共済組合に加入の女性の受給開始年齢は男性と同じです。
＊色アミのある生年月日が、平成29年度において受給開始年齢に達する者が属するグループで、受ける年金
のかたちを示しています。

ねんきん定期便

厚生年金基金の加入期間がある方は…!
50歳以上の方に示される年金の見込額には、厚生
年金基金（厚生年金の代行部分）の年金額は含ま
れていません。

０５７０‐０５８‐５５５

1 2 3

保 険 料を
納めた月数 +

全額免除
月　　数 ×1/3 半額免除

月　　数 ×2/3+ + +

●付加年金

3/4免除
月 数 ×1/2 1/4免除

月 数 ×5/6

「ねんきん定期便・ねんきんネット」のお問い合わせは……

＊国民年金、
厚生年金の
被保険者に、
毎年誕生月
に日本年金
機構から年
金記録を記
載したねん
きん定期便
が届きます。

ね んきん 定 期 便
ねんきんネット等専用ダイヤル

【平22.1～交付】 【平9.1～平21.12交付】 【平8.12～平9.2交付】 【昭49.11～平8.12交付】

【昭19.6～昭49.10交付】

【昭35.10～昭49.10交付】

＊利用登録することで、自宅や外出先で最新
の年金記録等が確認できるねんきんネットで
は、年金記録の確認・検索、年金見込額の試
算、追納・後納等可能月数と金額の確認、年金
の支払いに関する通知書の確認などができま
す。また、最新の、すべての期間の年金加入記
録を自宅のパソコンで確認できる電子版「ね
んきん定期便」も利用できます。

◀35歳・45
歳・59歳の
節目年齢の
方に送付。

▲上記以外の年齢の方に送付。

（表） （裏）

受給額の目安として…

発行／株式会社  社会保険研究所(不許複製)
〒101-8522 東京都千代田区内神田2-4-6
WTC内神田ビル  
TEL.03(3252)7901
著者／社会保険労務士 三宅明彦
平成29年度見本版

繰上げ・繰下げの受給率

（希望すれば、繰上げ・繰下げ受給ができます）。

＊加給年金額は減額されません。厚生年金と共済組合の加入期間がある場合は、それぞれの年金額に応じて支給停止額が按分されます。

10万円
15万円
20万円
25万円
30万円
34万円
36万円
38万円
41万円
44万円

8万円
（96万円）
8万円
8万円
8万円
5.5万円
3万円
1万円
̶
̶
̶
̶

10万円
（120万円）
10万円
10万円
9万円
6.5万円
4万円
2万円
1万円
̶
̶
̶

12万円
（144万円）
12万円
12万円
10万円
7.5万円
5万円
3万円
2万円
1万円
̶
̶

14万円
（168万円）
14万円
13.5万円
11万円
8.5万円
6万円
4万円
3万円
2万円
0.5万円
̶

16万円
（192万円）
16万円
14.5万円
12万円
9.5万円
7万円
5万円
4万円
3万円
1.5万円
̶

18万円
（216万円）
18万円
15.5万円
13万円
10.5万円
8万円
6万円
5万円
4万円
2.5万円
1万円

20万円
（240万円）
19万円
16.5万円
14万円
11.5万円
9万円
7万円
6万円
5万円
3.5万円
2万円

22万円
（264万円）
20万円
17.5万円
15万円
12.5万円
10万円
8万円
7万円
6万円
4.5万円
3万円

年金月額（報酬比例部分＋定額部分）

総
報
酬
月
額
相
当
額

30万円
36万円
41万円
50万円
53万円
56万円
59万円
62万円

8万円
（96万円）
8万円
8万円
7万円
2.5万円
1万円
―
―
―

10万円
（120万円）
10万円
10万円
8万円
3.5万円
2万円
0.5万円
―
―

12.5万円
（150万円）
12.5万円
11.75万円
9.25万円
4.75万円
3.25万円
1.75万円
0.25万円
―

15万円
（180万円）
15万円
13万円
10.5万円
6万円
4.5万円
3万円
1.5万円
―

老齢厚生年金（月額）

総
報
酬
月
額
相
当
額

＊老齢厚生年金が調整の対象となります。老齢基礎年金および
経過的加算は全額受給できます。
＊計算式＝老齢厚生年金月額－(総報酬月額相当額＋老齢厚生
　　　　　年金月額－47万円)×1/2
＊70歳以降は在職中でも厚生年金保険料は払いません。

＊受給開始年齢時の年金額はお近くの年金事務所に年金手帳を持参すれば計算できま
す。「ねんきん定期便」「ねんきんネット」でも確認できます。
＊受給開始年齢から定額部分の受給開始までは報酬比例部分と総報酬月額相当額、定
額部分の受給開始からは「報酬比例部分＋定額部分」と総報酬月額相当額により調整
されます。
＊在職中で給与が高くて年金が受給できなくても受給開始年齢時に年金請求書を提出
してください。

(大正15年4月１日以前の生まれ)

(大正15年4月１日以前の生まれ)

〈新法〉(国民年金・厚生年金)
1150→老齢基礎・老齢厚生（一般厚年）
1120→老齢厚生（国共済厚年）
1130→老齢厚生（地共済厚年）
1140→老齢厚生（私学厚年）
1350→障害基礎・障害厚生（一般厚年）
1320→障害厚生（国共済厚年）
1330→障害厚生（地共済厚年）
1340→障害厚生（私学厚年）
1450→遺族基礎・遺族厚生（一般厚年）
1420→遺族厚生（国共済厚年）
1430→遺族厚生（地共済厚年）
1440→遺族厚生（私学厚年）
5350→障害基礎
6350→障害基礎(20歳前障害)
2650→障害基礎(障害福祉裁定替え)
6450→遺族基礎
5950→寡婦

〈旧法〉(厚生年金)
0130→老齢
0230→通算老齢
0330→障害
0430→遺族
0930→通算遺族

〈旧法〉(国民年金)
0120→老齢
0520→通算老齢
0420→老齢
　　　(5年年金)
0620→障害

＊当初は水色、その後おおむね
　5年ごとに色が変わる。

＊上は昭和29年5月から昭和49年10月まで交付。

＊各厚生年金基金によって違う。

■国民年金基金加入員証

＊厚生年金保険の中高齢の特例

男性40歳
女性35歳 以降の期間

＊厚生年金保険・共済組合の加入
期間の特例

生年月日
昭和22年4月1日以前
昭和22年4月2日～昭和23年4月1日
昭和23年4月2日～昭和24年4月1日
昭和24年4月2日～昭和25年4月1日
昭和25年4月2日～昭和26年4月1日

加入期間
15年以上
16年以上
17年以上
18年以上
19年以上

生年月日
昭和27年4月1日以前
昭和27年4月2日～昭和28年4月1日
昭和28年4月2日～昭和29年4月1日
昭和29年4月2日～昭和30年4月1日
昭和30年4月2日～昭和31年4月1日

加入期間
20年以上
21年以上
22年以上
23年以上
24年以上

受給率
70 %
70.5%
71 %

76 %
82 %
88 %
94 %

108.4%
116.8%
125.2%
133.6%
142 %

受給開始時期
60歳
60歳1ヵ月
60歳2ヵ月

61歳
62歳
63歳
64歳

66歳
67歳
68歳
69歳
70歳以降

… … ＊左表は昭和16年4月2日以後に生まれた方の受給率。
＊受けた時点の受給率は一生涯変わりません。
＊70歳に達した後に繰下げ受給をしても７0歳到達月の
　翌月分からの年金が受けられるようになりました。
＊どの年齢から受けても77歳～81歳ごろに受給総額
　が同額になります。

○障害年金・寡婦年金が受けられなくなる。
○遺族年金が受けられるようになっても、65歳
　までは老齢基礎年金か遺族年金かどちらか
　一方となる。

（1年早く受けるごとに6%）の　　　になる。

（1年遅く受けるごとに8.4%）の　　　になる。

＊基礎年金の国庫負担割合が2分の1に引き上げられた平成21年4月以後の免除期間については（全額免除月数×1/2）、（3/4免除月数×5/8）、（半額免除月
数×3/4）、（1/4免除月数×7/8）として計算します。1円未満は四捨五入して計算します。

付加保険料(月額400円)を納めた場合は、年額で200円×付加保険料を納めた月数の付加年金が加算されます。

(例)加入期間35年×1万円～5万円（基
　　礎年金を含めると3万円～7万円）
　　＝35万円～175万円（基礎年金を含
　　めると105万円～245万円） 

＊右欄の
（　）は年額

＊右欄の
（　）は年額

○○○○ ○○○○

779,300円

779,300円

●加給年金額と振替加算

老齢厚生年金

老齢基礎年金

▼65歳
報酬比例部分

▼62歳

加給年金額

受給権者
（夫）

〔昭和30年12月生まれ〕

被扶養配偶者（妻）
〔昭和33年7月生まれ〕

振替加算

老齢基礎年金
▲65歳

■振替加算の額（年額）
被扶養配偶者（妻）の生年月日

大正15年4月2日～昭和 2年4月1日

昭和24年4月2日～昭和25年4月1日
昭和25年4月2日～昭和26年4月1日
昭和26年4月2日～昭和27年4月1日
昭和27年4月2日～昭和28年4月1日
昭和28年4月2日～昭和29年4月1日
昭和29年4月2日～昭和30年4月1日
昭和30年4月2日～昭和31年4月1日
昭和31年4月2日～昭和32年4月1日
昭和32年4月2日～昭和33年4月1日
昭和33年4月2日～昭和34年4月1日
昭和34年4月2日～昭和35年4月1日
昭和35年4月2日～昭和36年4月1日
昭和36年4月2日～昭和41年4月1日

振替加算額
224,500円（月額18,708円）

86,882円（月額7,240円）
80,820円（月額6,735円）
74,759円（月額6,229円）
68,922円（月額5,743円）
62,860円（月額5,238円）
56,799円（月額4,733円）
50,962円（月額4,246円）
44,900円（月額3,741円）
38,839円（月額3,236円）
33,002円（月額2,750円）
26,940円（月額2,245円）
20,879円（月額1,739円）
15,042円（月額1,253円）

（平成29年度）

■配偶者加給年金額の特別加算（年額）

昭和9年4月2日～
　　　　昭和15年4月1日
昭和15年4月2日～
　　　　昭和16年4月1日
昭和16年4月2日～
　　　　昭和17年4月1日
昭和17年4月2日～
　　　　昭和18年4月1日

昭和18年4月2日～

33,200円
（月額2,766円）
66,200円

（月額5,516円）
99,400円

（月額8,283円）
132,500円

（月額11,041円）
165,600円

（月額13,800円）

257,700円
（月額21,475円）
290,700円

（月額24,225円）
323,900円

（月額26,991円）
357,000円

（月額29,750円）
390,100円

（月額32,508円）

受給権者（夫）の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額

加給年金額は1号～4号の厚生年金の加入期間が20年以上あり、生計
維持をしている65歳未満の配偶者（妻、年収850万円未満）等がいる場
合に年額224,500円（月額18,708円）+特別加算（左下参照）が加算さ
れます。なお、加給年金額は、18歳到達年度の末日まで、あるいは20歳未
満で1級・2級の障害のある「子」がいる場合も受けられます。１人目・2人
目の子の加給年金額は「妻」と同額、3人目以降の「子」は年額74,800円
（月額6,233円）となります。加給年金額の対象の配偶者（妻）が65歳に
なると、加給年金額は配偶者（妻）の老齢基礎年金に振替加算として振り
替えられます。

＊50歳以上の方の定期便には年金見込額が記載されています。年金月額と総報酬月額相当額（月収＋その月以前1年間の賞与額÷12）により減額された在職老齢年金を受給。

全額受給となる。

○被用者年金の一元化による厚生年金被保険者の種類
・第1号厚生年金被保険者（従来の厚生年金被保険者、略称・一般厚年）
・第2号厚生年金被保険者（国家公務員、略称・国共済厚年）
・第3号厚生年金被保険者（地方公務員、略称・地共済厚年）
・第4号厚生年金被保険者（私立学校教職員、略称・私学厚年）

●最近の主な年金制度の変更点

1.これまでの年金加入期間
各制度の加入期間とその合計期間が記載されていま
す。国民年金の保険料を前納している場合は加入期
間に含まれています。未納期間は含まれていません。

0

300
300

0 300

0

0

0

0

0

300

年金受給権者　受取機関変更届の書き方

9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 2 3 0 6 1 2

杉並1 6 8 8 5 0 5

高井戸

高井戸西

年金 太郎
ネン キン タ ロウ

スギナミ

○○マンション　１号棟　205号室
タカ イ   ド ニシ

タカイド

杉並
スギナミ

1 9 9 9 0 3 2 1 4 5 6 1

3 2 1 4 5 6 7

1 1 5 0 1 3 5 0

00 0000 0000

ネンキン タロウ

○○ ○

3-5-24

高井戸銀行

○

東京
トウキョウ

○○マンション

提出年月日
を記入して
ください。

基礎年金番号・年金コード、生年月日、氏名、電話番号・
住所を記入してください。
※「年金コード」欄には変更を希望する年金コードをすべて
記入してください。

※受給しているすべての年金の変更を希望する場合は　を
入れることにより、年金コードの記入を省略できます。

口座名義（本人名
義）をカタカナで
記入してください。

受取機関をゆうちょ銀行（郵便局）の口座振込へ変更する場合
「2 ゆうちょ銀行（郵便局）」にゆうちょ銀行（郵便局）の口座番
号を記入してください。

年
金

受取機関を銀行等（ゆうちょ銀行以外）へ変更する
場合
「1金融機関」に変更後の受取先金融機関名・支
店名・預金種別・口座番号を記入してください。

受取を希望する金融機関また
はゆうちょ銀行（郵便局）の証
明を受けてください。
※通帳のコピー（口座番号、口座名
義（カタカナ）、金融機関名、支店
名が確認できる部分）を添付いた
だくことで、証明を省略できます。

＊50歳未満の方
は、これまでの
加入実績（厚
生年金基金の
加入期間を含
む）に応じた年
金額が記載さ
れています。今
後の加入実績
に伴って年金
額も増えてい
きます。

何年加入したら受けられる？̶̶受給資格1

2-2 いつからいくら受けられる？̶ 厚生年金7 年金手帳と年金証書

10年
以上

国民年金加入期間（注３）

自営業・農業・
サラリーマンの妻

厚生年金加入期間

サラリーマン・
OL

共済組合
加入期間
〔公務員等〕

カラ期間
（注４）

平成29年
8月から ＝ ＋ ＋ ＋

平成29年7月まで
および

遺族年金（長期要
件）の受給

または右の①②③の
いずれかを満たして
いること

0

62

２.老齢年金の見込額
50歳以上の方は、現在の加入条件で60歳まで加入し続けた場合の老齢年金の見
込額が記載されています。このため、将来、実際に受ける年金額とは異なる場合が
あります。

050で始まる電話番号からは　03-6700-1144

○個人型確定拠出年金の利用対象者の拡大
個人型確定拠出年金（イデコ）に、平成29年1月から、専業主
婦、公務員を含め、基本的に60歳未満のすべての方が利用で
きるようになりました。
拠出限度額
加入対象者
自営業者等
専業主婦等

拠出限度額
年額81.6万円（月額6.8万円）
年額27.6万円（月額2.3万円）

企業年金等
に加入して
いない者

企業年金等
に加入して
いる者

年額27.6万円
（月額2.3万円）

企業型確定拠出年金
のみに加入の者

公務員等（企業型確
定拠出年金のみに加
入の者以外の者）

年額24.0万円
（月額2.0万円）

年額14.4万円
（月額1.2万円）

厚生年金の
被保険者

3 働きながら受ける年金̶̶在職老齢年金

279,026

279,026

原則25年以上

総合版 A4判136頁・定価：1,296円（本体1,200円＋税）
斡旋価格1,160円（税込） 22226-0

社会保険の事務手続

健康保険・厚生年金の被保険者資
格、標準報酬、算定基礎届、月額
変更届などの手続きを２色刷で平
易に解説した事務テキスト。主な
届出様式の記載例、労働保険の保
険料（総合版）、社会保険の相談
窓口等（総合版、適用・給付版）
も掲載。

社会保険の
事務手続

平成29年度版

届  出
▪短時間労働者の適用拡大を促進
▪現物給与に係る価額について改定
▪資格取得時の本人確認事務の徹底

健康保険
▪70歳以上の高額療養費制度の見直し
▪高額介護合算療養費制度の見直し
▪入院時の居住費負担について見直し

年  金
▪年金支給額について0.1％引下げ
▪受給資格期間を25年から10年に短縮
▪年金額を改定するルールを見直し

総合版

斡旋図書のご案内
一般財団法人 群馬県社会保険協会　　TEL027-224-9191　FAX027-224-3131

正しく受けるための
厚生年金保険 届出ガイド
年金のしくみと請求

A4判48頁・定価：540円（本体500円＋税）

厚生年金保険加入者について、各種年
金の「年金請求書」の記載方法を、記
載例により詳細に解説しています。ま
た、多くの年金受給者が対象となると
見込まれる届出書類の書き方を、記載
例に基づき示しています。

2

正しく受けるための
厚生年金保険

〈年金のしくみと請求〉

正しく受けるための
厚生年金保険

〈年金のしくみと請求〉

1
4
6

7
28
37

厚生年金保険Q&A
　１老齢厚生年金
　２障害厚生年金
　３遺族厚生年金

届書・記載例一覧
　Ａ老齢厚生年金
　Ｂ障害厚生年金
　Ｃ遺族厚生年金

斡旋価格485円（税込） 24563



【一般財団法人　群馬県社会保険協会　斡旋図書購入申込書】

太枠の中のみご記入ください。

お申し込みはFAXにてお願いいたします。
FAX　027（224）3131

お申込日　：　平成 　　年 　　月　　　日

フリガナ

ご名称

部署名 ご担当者名

※ご注文は合計金額1,000円（税抜）以上から承ります。

斡旋期間平成30年３月末まで

－

ご住所

電話番号

担 12 売 25 発 1 1

FAX番号

◆申込書を受け付け後、出版社：社会保険研究所（〒101-8522　東京都千代田区内神田2-4-6
　WTC内神田ビル　TEL03-3252-7900）から図書を送付いたします。
◆送料は一発送ごとの購入総額（税抜）につき下記のようになります。
　・総額（税抜）1,000円以上～20,000円未満の場合は一律432円（税込）
　・総額（税抜）20,000円以上の場合は無料（出版社負担）
◆ご請求書等は、社会保険研究所よりお届けいたします。
◆ご案内以外の図書もありますので、ご希望の場合は、社会保険研究所へお問い合わせください。
◆申込書に記入された情報は、本事業以外の目的には使用いたしません。

FA
X

コード 図　　書　　名
定　価
（税込）

斡旋価格
（税込単価）

20029 社会保険のてびき 部 2,376円 2,140円

30526 年金のてびき 部 648円 580円

24563
正しく受けるための
厚生年金保険 届出ガイド
年金のしくみと請求

部 540円 485円

24534
加入者のための
協会けんぽ 届出ガイド
健康保険の給付と手続　新様式（マイナンバー）対応版

部 540円 485円

22226-0 社会保険の事務手続（総合版） 部 1,296円 1,160円

33620 年金マニュアルシート 部 378円 340円

33730 10年短縮年金マニュアルシート 部 378円 340円

33250
平成29年度以降に実施される

「健康保険・年金」 改正のポイント 部 162円 150円

（2017.5）


